
●会員の皆さま及び保護者の皆さまへ 

 

【消費税率変更に伴うお知らせ】 

平素より合気道にご理解ご協力を頂き、誠に有難うございます。 
令和元年 10月１日からの消費税法改正に伴い、当道場につきましても本年 10月分月会費等より 
消費税 10％を適用させて頂きます。 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
ご不明な点はお尋ね下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 9 月 6 日 

養神館合気道蒼龍 代表 三橋 亮 

 

現在の月会費 

(少年部) 

変更後の月会費 現在の月会費 

(一般部) 

変更後の月会費 

3,780 円 3,850 円 4,320 円 4,400 円 

4,860 円 4,950 円 4,860 円 4,950 円 

5,400 円 5,500 円 5,400 円 5,500 円 

5,940 円 6,050 円 6,480 円 6,600 円 

6,480 円 6,600 円 7,020 円 7,150 円 


